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加藤会長（前方左）とベトナム工場の従業員ら 

 

 

女性に幸せな気持ちをもたらしてくれるジュエリー。婚約指輪や結婚指輪と人生の節目に

重要な役割を果たすだけでなく、日常生活にも華やかさを添えてくれる。そんなジュエリ

ーを手の届くお手ごろ価格で、それでいて女性心をくすぐるデザインで提供し続けるのが

ルキナである。同社はベトナム工場でジュエリーを加工し日本に輸出してきたが、経済成

長を続けるベトナムでもこのたび市場参入を果たした。東南アジアの一角、ベトナムでの

ビジネス展開と今後の長期的な戦略について、同社代表取締役会長、加藤久雄氏に話を聞

いた。 

 

【ルキナのビジネスモデル】 

 同社は「ファッショナブルなジュエリーを気軽に楽しんでほしい」をコンセプトに、前

身であるサヴィから営業譲渡を受け、ダイヤモンド買い付け・輸入卸で 80 年の歴史を誇る

老舗宝石メーカー、柏圭の 100％子会社として誕生した。柏圭は長年の実績から高価格帯の

宝飾品で実績があり、この柏圭の伝統を取り入れながら、ファッショナブルで洗練された

デザイン力、そして 1～3 万円前後を中心としたお手頃価格を武器に日本でのビジネス拡大

に取り組んできた。特にデザインには力を入れ、若手デザイナーらがクリスマス商戦など

に向けて、「女の子らしい」、「幸せな気持ちになる」などをコンセプトに次々とダイヤモン

ドなどの新作ジュエリーを生み出している。 

 そんな同社の要で、中低価格を実現できているのがベトナム工場の存在である。サヴィ

からベトナム北部・ハイフォンにある工場をそのまま引継ぎ、同工場で同社製品を加工し

日本に輸出する輸出加工ビジネスを展開する。 

 

【ベトナムビジネスへの参入】 

 同社は日本でデザインを企画し、そのデザインをもとにベトナムで加工するビジネスモ

デルを構築し、数年が経過してよ

うやくベトナムでの人材育成も軌

道に乗ってきたという。加藤会長

も「ベトナム人は熱心に仕事に打

ち込んでくれるため仕事がしやす

い」と印象を語る。現在は加工工

程ごとにベトナム人の班長を置い

て、ワーカー育成に力を入れる。

そんな加工拠点として注目を集め

ていたベトナムが、昨今の経済成

長や若年層の増加などから市場と

して急激に魅力を高めてきていた。

１．インタビュー   

株式会社ルキナ代表取締役会長 加藤久雄氏 

      ～ベトナムの女性にもダイヤモンドの魅力を伝えたい～ 

執筆：みずほ銀行国際営業部 
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工場で加工したリングをベトナム国内向けにも販売を開始。尐しず

つ経験者が育ってきているという。 

加工拠点からベトナムそのものがマーケットへと変貌を遂げつつあるのである。同社は、

ベトナムでのビジネスの可能性が徐々に高まってきたと感じていた。 

 

【ベトナム人にもダイヤモンドを】 

 また、日本での人口減尐や尐子高齢化に伴

うマーケット縮小傾向が続いていたことも、

同社が本格的に海外ビジネスに踏み出す後

押しとなった。加藤会長は「ベトナム工場で

加工した商品は、現状は日本にすべて輸出し

ていたが、せっかくベトナムに生産拠点があ

るわけで、この一部をベトナム国内でも本格

的に販売できないか検討している」とベトナ

ムビジネスを語る。だがベトナムで販売する

うえで課題となるのが、ベトナムでは依然と

して「金」の価値が非常に高く、宝飾品としてダイヤモンドがまだ日本のように根付いて

いないことだという。アジアなど新興国では宝飾品としてだけでなく、金は今でも貨幣に

代わるものとして信頼が高い。昨年末にベトナムを視察してダイヤモンドのビジネスの可

能性を探ってきた加藤会長も「生活の中に金の存在を身近に感じた。一方で、一部富裕層

も育ち、百貨店やショッピングセンターの中にジュエリーブランドのショップも出店して

きていはいるが、まだ一般市民は市場で物を買うのが普通であり、ダイヤモンドを買う余

裕があるかと言われたらもう尐し時間がかかるように思う」とベトナム市場を分析する。 

 

【マリッジリングから婚約指輪へ】 

 だが調査の結果、ベトナム人が宝飾品として必ず購入するのがマリッジリングであるこ

とも分かった。まずはマリッジリングから参入しつつ同時にブランドも構築し、ベトナム

の経済成長に合わせてダイヤモンドの入った商品への拡大を検討する。現在、試験的に

OEM 生産した地金リングの販売も始め、マーケットとしての可能性を見極める調査を始め

た。加藤会長は「婚約指輪まで購入する割合は全体の 2 割程度。今はマリッジリングの地

金だけだが将来的に婚約指輪を買う習慣がベトナムに根付けばダイヤモンドへの考え方も

変化していくだろう」と話す。先進国では、ダイヤモンドの輝きを生かした効果的な PR が

功を奏し、誰もがあこがれ

る高価な宝石として位置付

けられ、指輪は婚約指輪、

結婚指輪、そしてファッシ

ョンリングとビジネスは拡

大している。これから経済

成長が進むとみられるベト

ナムでは今のところまだ結

婚指輪にとどまっているが、

これを将来的に「婚約指輪、

そしてファッションジュエ

ルキナが販売するマリッジリングの各種カタログ 
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リーへと拡大させていきたい」（加藤会長）と意気込みを語る。 

 このため同社がもっとも重要視しているのが、現地のファッショントレンドに合った広

告戦略である。なんといっても金への価値が高いベトナムで、認知度の低いダイヤモンド 

をどのようにベトナム人にイメージをすりこんでいくかが課題だという。参考にするのが

ダイヤモンドに対してベトナムと似た背景を持っていた中国。大手ダイヤモンド販売会社

が大々的に宣伝を打った結果、今では徐々に庶民にもダイヤモンドが広がるようになって

きているという。 

 そしてデザイン力。日本人は派手なデザインよりもシンプルで落ち着いたデザインを好

む傾向にあることから、そのままのデザインではベトナム人受けしない可能性が高い。日

本のテイストを入れつつもどのようなデザインがベトナム人に受け入れられるかを数年か

けて検討していくつもりだという。加藤会長は「日本企業のデザイン力はいいが、欧米企

業に比べたらどうしても販売戦略で負けてしまう。ベトナム人に受け入れられる日本ブラ

ンドとしてブランディングを含めて取り組んでいきたい」と意気込みを語った。 

 

 

（みずほ銀行国際営業部国際アドバイザリーチーム調査役 小原綾子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルキナが日本で販売するファッションジュエリー 
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２．ベトナム投資 Q&A 

本コーナーでは、ベトナム投資に関してお客さまからよくいただくご質問について Q&A方

式でご紹介します。 

執筆：株式会社 SCS国際会計事務所ベトナム事務所 

 

Q：従業員が年次有給休暇をすべて消化しなかった場合、企業は買い取らなければならな 

のでしょうか？ 

 

A：状況によるが、最大で通常賃金日額の 3 倍での買い取りとなる。 

 

以下、年次有給休暇に関する一般的な規定について説明した後、未消化有給休暇の買い取

りについて、ケース別に説明したい。 

 

年次有給休暇に関する一般規定 

 

労働法の第 74・75・76条、また労働時間・休息時間に関する労働法の詳細規定及び実施

ガイドラインを定める 1994年 12月 31日付政令 195/CP及び通達 07- LDTBXH/TTによると、

年次有給休暇に関しては以下の規定がある。 

 

- 12ヵ月就業した労働者は通常年間 12日間の有給休暇が与えられる。労働環境によっ

ては 14日間または 16日間与えられる場合もある。勤続期間 12ヵ月未満の労働者は、

就労期間に応じて年次有給休暇日数が計算される。 

 

- 年次有給休暇の日数は、同一企業の勤続年数に比例して、5 年毎に 1 日の割合で増加

する。 

 

-  労働者は年次休暇の際に、往復の移動期間が2日間を超える旅行をした場合、3日目か

ら年次有給休暇の消化日数は計算される。ただし、これは年に1回のみ適用される。 

 

-  退職時に年次有給休暇を消化していない労働者は、未消化有給休暇日数に応じて賃金
1 の支払を受けることができる。 

 

 

未消化有給休暇の処理 

 

                                                   
1 賃金に関する労働法典の詳細規定及び実施ガイドラインを定める2002年12月31日付政令114/2002/NĐ- CPの第14条に

よると、年次有給休暇に関して労働者に支払う賃金は、時給ベースで計算されるものとしている。その計算方法は、前

月の実績を基準とし、労働契約に基づく賃金（等級賃金、職務賃金、地域手当及び職務手当<ある場合>を含む）を企業

が選択した1ヵ月の労働日数（26日を超えてはならない）で割り、これに有給休暇とされる所定日を乗じて得られた金額

とする。 
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原則として、雇用主は労働者が年次有給休暇のすべてをその年に取得できるようにする

義務がある。また、雇用主は企業内労働組合執行部の意見を参考にして、年次有給休暇

取得の予定を定める権利を持ち、これを全従業員に事前通告しなければならない。 

以下、未消化有給休暇の処理方法についてケース別に説明したい。 

 

- ケース 1： 

雇用主が年次有給休暇取得の予定を定め、従業員全員に通知したが、会社の要求によ

り労働者が有給休暇取得予定日に出勤する場合、その間の賃金は時間外労働として扱

われ、通常勤務日の賃金の尐なくとも 300％に相当する金額でなければならない。 

 

-  ケース 2： 

雇用主が年次有給休暇取得の予定を定め、従業員全員に通知したが、労働者が自ら出

勤する場合、その間の賃金は通常勤務日の賃金と同額になる。 

 

-  ケース 3： 

雇用主が年次有給休暇取得の予定を定めなかった場合、或いは労働者に通知しなかっ

た場合は、雇用主は未消化有給休暇を通常勤務日の賃金の尐なくとも 300％に相当す

る額で買取らなければならない。 

 

製造業は、生産計画に合わせて労働者に対して年次有給休暇取得の予定を定めているが、

サービス業は、労働者に自由に年次有給休暇を取得させることが一般的である。 

そこで、上記のケース 3 のように有給休暇の 3 倍買取りとならないよう、サービス業の

企業は、労働者の自己都合で年次有給休暇を消化しない場合、未消化有給休暇を次の年

に持ち越せる、或いは未消化有給休暇日数に応じて通常勤務日の賃金の支払いを受ける

ことを就業規則に明記することをお勧めしたい。 

 

【問い合わせ先】 

株式会社 SCS国際会計事務所ベトナム事務所 

Ta Huong Ly（タ フォン リー） 日本語対応可 

電話 ＋84（04）2220 0334 E- mail ：huong.ly@scs- vbp.com 

 

 

 

３．人事･労務「離職率低下防止のためのモチベーションマネジメント」 

人材確保やストライキの発生など人事・労務への取り組みがベトナムに進出した日系企業

にとって大きな課題となっています。本コーナーでは、具体的にどのような取り組みを考

えればいいかについてご紹介します。 

執筆：株式会社アクティブリッジ 

 

前回は「帰属意識」を活用した人材マネージメントをご紹介しましたが、今回は「透明

感のある人事制度」を導入して離職率低下を実現した事例をご紹介します。 

ベトナムに進出している日系企業に「企業運営で悩んでいる事は何ですか？」と聞くと、

mailto:huong.ly@scs-vbp.com
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最も多い答えは「優秀な中間管理職の不足」です。 

ベトナムでは 20 歳以下の人口が 50％を超え、60 年代の日本と酷似した人口構成となっ

ています。故に若年層のワーカーは豊富ですが、マネージメント人材となると想像以上の

人材難に陥ります。また、仮に優秀な管理者・ワーカーを採用できたとしても、「隣の企業

が尐しでも給与が高ければすぐに転職をしてしまう」と嘆く企業は後を絶ちません。その

原因が、組織でのモチベーションや判断基準が賃金でしか持てなくなっているという側面

があるからです。 

日系企業ではトップダウン方式に物事が決まり、上位管理者を日本人で占めているとい

う事も珍しくありません。また、賃金体系も明確化されていない事もあり、そうした環境

下では、ベトナム人従業員はキャリアパスを描きにくくなってしまい、努力が評価される

喜びも薄れてしまっています。このような状況は仕事に対するモチベーション低下につな

がり、こうしたことから仕事を継続するかの判断軸が賃金に偏ってしまうということが起

こるのです。 

 

では、どうすればいいのでしょうか。具体的な成功事例をご紹介します。 

A 社では人材確保の為に、「透明感」と「納得感」を重視した人事制度を導入しています。 

具体的な実施策としては下記のようなものです。 

 

① 細かい階層で分けられた役職設定 

画一的な評価をするわけではなく、プロセス、結果の両方が評価の対象となり、それが

役職や給与に反映される仕組みを構築。他の日系企業より細かく職位を設け、キャリア

パスが見えやすく、尐しずつではあっても給与や職位が上がっていくキャリアパス構築

の喜びを社員に提供している。 

 

② 360 度の人事評価 

自己評価はもちろんのこと、同僚、上司、部下からの評価も全て考慮した上で人事評価

を決定。評価に対する納得感を与えることで、逆に自らの努力が結果に直結する事を認

識させる。 

こういった制度を導入した結果、A 社では社員のモチベーションが高まり、定着率が向上

しました。 

A 社の成功ポイントは賃金だけではなく、働く上での人の心理面に着目し、働くモチベー

ションを高めるような施策を実施したところです。 

このように日本人であれベトナム人であれ働くことや会社に対して前向きな気持ちを持

つことが出来れば賃金が平均的であっても簡単にやめてしまう事はないのではないかと思

います。 

 

 

【問い合わせ先】 

株式会社アクティブリッジ ベトナムグローバル人材コンサルティング室 

谷口 正俊 ＋81(03)5774- 1477 E- Mail: info@actibridge.com  

 

 

mailto:info@actibridge.com
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４．ベトナム法務「マネーロンダリング規制に関する新法」 

ベトナムでの事業展開にあたっては、現地特有の法律・規制にもとづく対応が求められま

す。本コーナーでは、ベトナムビジネスにおいてとくに焦点となっている法務問題をご紹

介してまいります。 

執筆：ケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所 

 

ベトナムで最初のマネーロンダリング規正法である 2005 年 6 月 7 日付 Decree No. 

74- 2005- ND- CP(「Decree 74」) が発布されてから 4 年以上経た 2009年 11月 17日、ベトナ

ム政府はマネーロンダリング規制を実行するためのガイドラインを規定した Circular No. 

22- 2009- TT- NHNN (「Circular 22 」) を発行した。 

 

適用範囲 

 

Circular22 は、金融取引、その他の資産取引でのマネーロンダリング活動を撲滅するこ

とを目的としており、Circular22 は次で定義される通報機関（Reporting Organization ）

に適用される。Circular22 によれば、通報機関とは、金融機関法（the Law on Credit 

Institutions No. 02 - 1997- QH10）の下で設立された機関および銀行業務を行っている他の

機関とされ、政府金融機関、株式会社形態の金融機関、共同組合形態の金融機関、ジョイ

ントベンチャー形態の金融機関、100％外国資本の金融機関、ベトナムで活動している外国

銀行の支店、貯金サービスを行っている郵便事業会社、外国為替代理店、決済サービス提

供事業者から成る。 

 

取るべき必要な措置 

 

Circular22 は通報機関に義務付ける強制的措置を多数規定する。まず、すべての通報機

関はマネーロンダリング規制に関する方針、手続き、手順についての一連の内部規則の策

定を義務付けられる。特に、Circular22 の発効 3 ヵ月以内に、通報機関は、かかる内部規

則の内容が Circular22 が規定する要求事項を満たし、かつ金融当局の下部組織であるマネ

ーロンダリング対策局（the Anti - Money Laundering Department）に登録されるよう必要

な行動を取らなければならない。 

次に、Circular22 は通報機関にマネーロンダリング対策の実行責任者として上級職員を

任命することを要求する。 

さらに、Circular22 は通報機関に対して顧客の特定情報およびその他の情報を効果的に

収集し、かつマネーロンダリングの危険性ごと（危険性が高い、通常、危険性が低いの三

段階）にこれら顧客を区別することを要求する。 

 

そのほか、Circular22 は、一定の基準を超える取引についての通報義務も定める。すな

わち、通報機関は次の２つの場合には法定の書式での通報が義務付けられている。具体的

には、 (i) 1 日で、1 つ以上の取引を通じて、法人または個人が総額 2 億ドン（ベトナムド

ン、外国通貨、金かを問わない）以上の金銭を預金または引き出す場合、または(ii) 1 日で、

1 つ以上の取引を通じて、個人である顧客が 5 億ドン（ベトナムドン、外国通貨、金かを問

わない）以上の現金を貯蓄口座（saving account ）に預金するまたは同口座から引き出す
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場合に通報が義務付けられている。さらに、顧客が現金を他人の口座に振り込むまたは送

金目的で入金する場合、通報機関は、当該顧客に対して有効なパスポートまたは写真付の

所轄官庁発行の身分証明書の提示を求め、当該顧客に関する事項を記録・保持することが

要求される。 

 

Circular22 は Decree74を補足するものであり、報告が義務付けられている「疑わしい取

引」とされる取引について５つの追加的な場合を規定する。さらに、ベトナムを経由する

国際間送金については、統計データの提出も義務付けられている。Circular22 は、この統

計データの具体的な内容について規定していないが、今後ベトナム中央銀行が発行するガ

イドラインによって規定されることになる。 

 

多くの通報義務に加えて、Circular22 はとりわけ Circular22 に基づき収集された情報の

秘密保持に関するルール、暫定的な措置の適用、内部規律および監査、通報機関の訓練に

関する事項も規定する。 

 

Effective date 効力発生日 

 

Circurar22 は 2010年 1 月 1 日から効力を発する。 

【問い合わせ先】 

ケルビン･チア･パートナーシップ法律事務所 

ホーチミン 森 ＋84(91)826 3708 

シンガポール 丸茂 ＋65(96)171 561 

 

 

 

 

５．実務に役立つベトナム税務 Q&A  

第 10 回「外国契約税の基礎④」 

～ハイブリッド方式に基づく外国契約税の計算～ 

執筆：税理士法人フェアソリューション・コンサルティング 

 

日本法人は、ベトナム完全子会社との間でベトナム工場を建設するための契約を締結しま

した。契約期間は 3 年間で、対価は 1 億 US$（内訳は工場建設のための対価が 2 千万 US$、

機械設備の対価が 8 千万 US$で日日本本法法人人ががベベトトナナムムでで支支払払ううべべきき税税金金をを含含ままなないい金金額額））でで

すす。このプロジェクトの購入品には仕入付加価値税が 7 百万 US$、機械設備には標準税率

10%の仕入付加価値税が課されます。 

ハハイイブブリリッッドド方式を適用した場合に日本法人が支払うこととなるベトナム外国契約税はど

のように計算されるのでしょうか。  

 

今回はベトナム外国契約税が課される場合に外国企業がハハイイブブリリッッドド方式を選択する事

例を解説します。ハハイイブブリリッッドド方式とは、付加価値税（VAT）については外国契約者が仕入

付加価値税の実額を売上付加価値税から控除する計算方式を用いる一方、法人所得税（CIT）
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については、推計法人税割合を使用して納付税額を計算することができる制度です。 

 

1．ハハイイブブリリッッドド方式の適用要件 

 

2009年10月9日付No. 197/2009/TT- BTC財務省通達2により, ハイブリッド方式を適用する

場合には、下記のすべての要件を満たさなければなりません。 

(i) ベトナムに恒久的施設がある、又はベトナムの居住者であること3。 

(ii)  締結された契約又は下請契約に基づくベトナムで事業を行う期間は、当該契約が発

行する日から183日以上であること。 

(iii)   ベトナム財務省の会計規則及びガイダンスに基づく会計処理を行うこと。  

 

ベトナム契約者（外国契約者と締結する場合）及び外国契約者（外国下請契約者と締結

する場合）は、契約日から20営業日以内に外国に所在する契約相手がハイブリッド方式に

より付加価値税及び法人所得税を直接申告納付する旨を契約相手の所轄税務署に文書で通

知しなければなりません（No. 197/2009/TT- BTC財務省通達）。  

 

本ケースの日本法人は、契約に基づきベトナムで3年間（183日以上）事業を行いますの

で、日越租税条約第5条によりベトナムに恒久的施設がありますので、上記（i ）と（ii ）

の要件を満たします。そして日本法人が商品・サービスの販売に係る売上付加価値税、商

品・サービスの購入に係る控除可能な仕入付加価値税のほか納付すべき付加価値税の事実

を記載した会計帳簿を保管する場合は、日本法人は上記（ⅲ）の要件も満たしますのでハ

イブリッド方式の適用を申請できることになります。ハイブリッド方式を適用する場合の

日本法人の付加価値税及び法人税は、次のとおりです。 

 

2.  外国契約税の確定 

 

2.1.  法人税  

 

(*) 工場建設のための対価に対する法人税 

 

付加価値税および法人税を除く売上高 

法人税の課税売上  =  ---------------------------------------------------  

1 － 課税売上による推計法人税割合4 

 

 20,000,000 US$   

   =  ----------------------  =  20,408,163  US$ 

           (1 – 0.02)  
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納付すべき法人税 = 20,408,163 US$ x 2% =   4 08,163 US$ 

 

 

(*) 機械設備の対価に対する法人税 

 

付加価値税および法人税を除く売上高 

法人税の課税売上  =   ------------------------------------------  

1 – 課税売上による推計法人税割合5 

 

 

80,000,000 US$   

    =   -------------------------  =   80,808,080  US$ 

           (1 – 0.01)  

 

納付すべき法人税   =    80,808,080 US$ x 1% =   808,081  US$ 

 

納付すべき法人税の合計 =   408,163 US$ + 808,081 US$ = 1,216,244  US$  

 

 

2.2.  付加価値税 

 

売上付加価値税    = 100,000,000 US$ x 10% = 10,000,000  US$ 

 

納付すべき付加価値税 = 売上付加価値税 – 仕入付加価値税  

    = 10,000,000 US$ － 7,000,000 US$  

=     3,000,000 US$     
6 

従いまして、日本法人は、ベトナムで外国契約税4,216,244 US$（法人税1,216,244 US$+

付加価値税3,000,000US$）を納付しなければなりません。 

 

 

【問い合わせ先】 

税理士法人フェアソリューション・コンサルティング 東京事務所 

ヴ ティ フオン リン  

                                                   
 

i. ベトナムで事業を行う又はベトナムで所得を得る外国法人及び外国個人に対する税務上の取扱いを定めた2008年12月

31日付ガイドライン（No. 134/2008/TT- BTC財務省通達）の追加通達である。ii . 外国契約者または外国下請契約者がベ

トナムに恒久的施設を有するか否か、あるいはベトナム居住者であるか否かは、ベトナム法人税法・個人所得税法及び

同法施行令に基づきます。さらにベトナムと当該外国契約者等が所在する外国との間で締結された租税条約において恒

久的施設及び居住者の条項があれば、当該租税条約に定められた規定が優先されます。i ii . 建設活動に係る課税売上に

対する推計法人税割合は2％です。Ⅳ. 機械設備の提供に係る課税売上に対する推計法人税割合は1％です。 
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＋81‐3‐3541‐6863 E-Mail:v.linh@fairsolution.or.jp（日本語対応可） 

F.S.C. Vietnam., JSC ハノイ事務所 

レ ホアン アイン  

＋84‐4‐39744840 E-Mail:anh.le@fairsolution.vn（日本語対応可） 

＋84‐903253935（携帯電話） 

 

 

 

 

 

12 月に入ってから、ベトナム中央銀行が様々な政策を取るものの、米ドル調達に関し厳し

い状況は実質的に改善されず 

 

11 月 25 日に付の 5.44％のドン切下げの政策発表、即日実施後、ベトナム中央銀行（中

銀）及び政府が 12 月に入ってからも、ドル・ドン為替レートを安定させるような政策を発

表した。 

1 つ目の政策は、12 月 1 日から 10 日まで、毎日発表される中銀レート（※１）を日々徐々

にドン安方向に引き下げた。（11 月 30 日における中銀レートが USD＝VND17,956 であっ

たが、12 月 9 日付けの中銀レートは、USD＝VND17,940 へと引き下げられた）。一方、12

月 10 日から 12 月末までは中銀レートが USD= VND18,479 の水準で固定。次に、中銀は

市中銀行に対して、ドル売りサポートを継続している(ただし、デリバリーの方法で実際に

外国銀行が利用できるかどうかは不明)。市場に一定のドルを供給している。3 つ目の政策

は、政府は 12 月 23 日付けの 2578/TTg-KTTH(首相令)の通達（※２）より、大手国営企業

の 7 社は、市中銀行に対して自らの持っているドルを売るよう指示。12 月 30 日に、中銀

がこの通達をガイドラインする Circular 26/2009/TT-NHNN を公表した。これより、決め

られた 7 社の国営企業が、各市中銀行に預けている 12 月 31 日付けのドル定期預金残高の

3 割をすぐに銀行に売り、残りのドル残高を 2010 年の 2 月まで銀行に売ることとなる。 

5.44%ドン切り下げ後、USD/VND 市場取引レートとシーリング・レート（※１）とのギ

ャップが小さくなった。VND1,184（11 月 30 日）から VND272(12 月 9 日)ほどの差とな

った。しかし、年末に向けてドル需要が高まったため、市中取引レートは 12 月第 3 週目ま

で USD1=VND19,000 台へと上った。12 月 23 日付けの 2578/TTg-KTTH 首相の通達発表

で一時的には市場心理に大きく影響を与えたため、ドンが尐し高くなる傾向は見られた（7

社の大手国営企業の総ドル定期預金残高が USD1.2 billion と予測される）。その後、12 月

31 日における USD/VND レートは USD1＝VND18,600 へと下がった。 

 

（※１）：中央銀行規定により、ベトナム中銀発表の USD/VND レート(中銀レート)のバンド・

レンジで、市中銀行は為替の値付けが可能。2009 年 3 月 23 日から、622/QD-NHNN により、

市中銀行が値付け可能な為替レンジは、ベトナム中銀発表の USD/VND レートの 5％へと規定

（レンジの上限：表中のシーリング・レート、下限：同フロアレート）。2009 年 11 月 26 日よ

６．ベトナムドン 12 月為替情報 

本コーナーでは、ベトナムドンの為替レート動向についてご紹介します。 

執筆：みずほコーポレート銀行ハノイ支店 

mailto:v.linh@fairsolution.or.jp
mailto:anh.le@fairsolution.vn
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り、取引幅を 3%に変更。 

（※２）：2009 年 12 月 23 日に、2578/TTg-KTTH の首相通達が公表される。これより、下記 7

社の国営企業が市中銀行に預かっているドル預金残高を金融機関に売ることとなる。（Vietnam 

Oil and Gas Group, Vietnam National Coal ð Mineral Industries Group, Vietnam Northern 

Food Corporation, Vietnam Southern Food Corporation, Lilama Corporation, Southern 

Airports Corporation and Vietnam National Chemical Corporation） 
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本情報は、様々な情報源に基づき、あくまで貴社のご参考を目的として提供されたものであり、弊行の為替相場推移についての考え方を
お示しするものではありません。ご照会につきましては、弊行の担当までご連絡溜賜りますようお願い申し上げます。 
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   2008 12  2009 1  2009 2  2009 3  2009 4  2009 5  

CPI  % 19.90  17.49  14.77  11.24  9.24  5.58  

   4,680 3,719 5,059 5,357 4,321 4,454 

      5,698 3,329 4,203 5,103 5,450 5,735 

  - 1,018 391 856 254 - 1,129 - 1,281 

  55.44  47.86  58.21  53.22  55.47  56.57  

GDP  % 5.4 3.1 4.4 

        

   2009 6  2009 7  2009 8  2009 9  2009 10  2009 11  

CPI  % 3.94  3.32  1.97  2.42  2.99  4.35  

   4,685 4,958 4,501 4,530 3,020 6,700 

      5,914 6,443 5,902 6,391 6,584 6,670 

  - 1,229 - 1,484 - 1,401 - 1,861 - 3,564 30 

  58.38  59.07  61.05  63.30  63.77  64.41  

GDP  % 4.4 5.2  

     

 

 

 

 

 

 

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

７．経済動向 

今月は、2009年 7～9 月までのベトナム経済動向をお知らせいたします。 

作成：みずほ総合研究所 
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［ご注意］ 
1.  本資料は、法律上、会計上、税務上の助言を含むものではありません。法律上、会計上、税務上の助言を必要とされる場合は、

それぞれの専門家にご相談ください。 
2.  本資料の貴社への開示は貴社の守秘義務を前提とするものです。当該情報については貴社内部の利用に限定され、その内容の第

三者への開示は禁止されています。 
3.  本資料の著作権は、原則として当行に帰属します。いかなる目的であれ本誌の一部または全部について無断で、いかなる方法に

おいても複写、複製、引用、転載、翻訳、貸与等を行うことを禁止します。 
4.  本資料は、情報提供のみを目的として作成されたものであり、商品の勧誘を目的としてものではありません。本資料記載の情報

は、当行が信頼できると考える各方面から取得しておりますが、その内容の正確性、信頼性、完全性を保証するものではありま
せん。当行は当該情報に起因して発生した損害については、その内容如何にかかわらずいっさい責任を負いません。 
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産業別リポート「ベトナムのオートバイ産業」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 

 Vol. 18    
日本ロジテム株式会社～インドシナ国際輸送をいち早く確立、日系企業  

のお手伝いを 中西弘毅社長インタビュー～ 
人事・労務「日本人とベトナム人との人間関係の構築の違い」 
ベトナム法務「外国人の不動産所有に関する新しいDecreeについて」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第5回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算⑤」 
工業団地便り「オンケオ工業団地」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 Vol. 19    
ホーチミン市人民委員会サイゴン商業公社 駐在員事務所長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  

「日本でベトナムの理解を深め、投資促進を」 
ベトナム投資Q&A「従業員の海外研修後の転職防止対策」 
人事・労務「ベトナム人の『言い訳』の理由」 
ベトナム法務「ベトナム企業に対する外国からの投資に関する規制 

について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第6回「ベトナム駐在員の個人所得税の計算⑥」 
ベトナムドン為替情報 
経済動向「2009年4～6月の動向」 
 
 
 Vol. 20    
ドムタムグループVO QUOC THANG会長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ  
「元国会議員の経験を生かし、ベトナム発展のための支援に取り組む」 
ベトナム投資Q&A「女性労働者の妊娠・出産に関する法制度」 
人事・労務「ベトナム人職員との信頼関係」 
ベトナム法務「個人所得税について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第7回「外国契約税の基礎①」 
工業団地便り｢DAI DANG 工業団地｣ 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 
 
 Vol. 21    
バニクン省Ngo党書記らが来日、みずほ銀行を表敬訪問  

～ハノイ市から30分の好立地をアピール～ 
ベトナム投資Q&A「外国人の健康保険」 
人事・労務「日本人とベトナム人の優先順位の違い」 
ベトナム法務「経済特区で従事する従業員の所得税の減額措置について」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第8回「外国契約税の基礎②」 

～租税条約の適用がある外国に所在する法人と契約を締結した場合の計算～ 
ベトナムドン為替情報 
経済動向 
 
 
 Vol. 22    
スターツインタビュー ～ベトナム･ハノイ市で不動産業を展開、 

日系進出企業の需要高まる～ 
ベトナム投資Q&A「労働安全及び衛生に関する規定」 
人事・労務「離職率低下のためのモチベーションマネジメント」 
ベトナム法務「ベトナムでの建設プロジェクトに関する法改正」 
実務に役立つベトナム税務Q&A 第9回「外国契約税の基礎③」～租税条約の適用 
がある外国に所在する法人との間で契約(税抜ベース)を締結した場合の計算～ 
ベトナムドン11月為替情報 
経済動向（2009年7～9月） 
 
 


